
(2)第四次鹿児島市一般廃棄物処理基本計画（素案）に係る意見への対応について

番号 審議会委員からの意見等の概要 対　応　状　況 対応区分

1

＜１章＞
　若者に対する意識啓発を基本構想に盛り込んではどうか。

＜P1＞
　第１章「第１節 計画策定の背景及び趣旨」の文中を、「今後も、資源が循
環し環境負荷が低減される社会の構築に向けて、市民・事業者・市民活動団
体・行政がそれぞれの役割と責任を果たし、協働しながら取り組むことや、若
い世代への意識啓発が重要です。また、生活排水についても使用した水が適正
に処理され、快適な生活環境や水質環境が保全されるよう、適正な水循環に貢
献する取組が求められます。」に修正いたします。

Ａ

2

＜２章・P10＞
　前計画の総括が述べられているが、基本理念「ごみの発生抑制を
主体とした三者協働による循環型社会の構築」のうち、＜三者協働
による＞の部分の総括もあってよいのではないか。

＜P10＞
　第２章「第２節 前計画の総括」－「１ 取組の概要」及び「２ 目標の達成
状況」を統合して「１ 取組の概要･目標の達成状況」とした上で、文中に主体
別の取組内容を補足し、
　「行政の取組としては、粗大ごみの有料化や家庭ごみマイナス100ｇ、金属
類・剪定枝の分別などにより、市民や事業者の取組としては、環境問題の啓発
などに取り組むＮＰＯ団体の活動をはじめ、地域団体等が行う資源物回収活動
や事業所が行う店頭回収などにより、ごみの減量化・資源化を図ってきたとこ
ろです。」に修正いたします。

Ａ

3

＜３章・P14＞
　「すべての人が参加するＳＤＧｓの考え方」の部分を、「すべて
の人が参加し協力しあうＳＤＧｓの考え方」とすると、次に続く
「市民・事業者・市民活動団体・行政がそれぞれの役割を担いつつ
協働・連携し…」にスムーズにつながっていくのではないか。（Ｓ
ＤＧｓ の５ つの「Ｐ」の５ 番目にも＜Partnership パートナー
シップ＞が挙げられている。）

＜P14＞
　ご意見の趣旨を踏まえ、第３章「第１節 基本的事項」－「１ 基本理念・基
本方針」を
　「すべての人が参加し、協力し合うＳＤＧｓの考え方」に修正いたします。 Ａ

対応区分別の件数
第１章　基本的な事項
第２章　本市の現状
第３章　ごみ処理基本計画
第４章　生活排水処理基本計画
第５章　計画の推進・管理
資　料　市民意識アンケート調査結果

項　　　目

計 34件
Ｅ．その他要望・意見等 5件

Ｃ．計画（案）には盛り込まないもの 1件
Ｄ．具体的な事業の実施にあたり参考とするもの 6件

対　応　区　分 件数
Ａ．意見の趣旨等を反映し、計画（案）に盛り込むもの 11件
Ｂ．意見の趣旨等は、計画（素案）に盛り込み済みのもの 11件
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番号 審議会委員からの意見等の概要 対　応　状　況 対応区分

4

＜３章・P14＞
　「ゼロカーボン」という言葉は、よく耳にするけれど理解が難し
い。「ゼロカーボン」の解説があった方が良いのではないか。（Ｓ
ＤＧｓや海洋プラスチック問題などについては解説が掲載されてい
る。）

＜P14＞
　ご意見の趣旨を踏まえ、第３章「第１節 基本的事項」－「１ 基本理念・基
本方針」に、
　ゼロカーボンシティかごしまの取組について追加いたします。 Ａ

5

＜３章・P29＞
　「直接搬入量は近年増加傾向にありましたが、令和２年度には大
きく減少しています。」とあるが、その分析があっても良いのでは
ないか。コロナ禍以外の理由があれば、次の計画に生かせると思わ
れる。

＜P29＞
　ご意見の趣旨を踏まえ、第３章「第２節 ごみ・資源物処理の現況」－「１
ごみ・資源物の排出量」に、
　「直接搬入量は近年増加傾向にありましたが、令和２年度は新型コロナウイ
ルスによる事業活動の停滞の影響で事業所のごみ・資源物が大きく減少してい
ます。」に修正いたします。

Ａ

6

＜その他＞
　基本理念に「ゼロカーボン」という言葉が入っているので、可能
であるなら、㇐般廃棄物処理に係るＣＯ₂排出量のデータを掲載
し、新計画の推進により目標年度においてどの程度のＣＯ₂排出抑
制が予想されるかを数量的に示すと、直感的に分かりやすいのでは
ないか。

＜P57＞
　ご意見の趣旨を踏まえ、第３章「第４節 具体的事項」－「３ 目標達成に向
けた施策」－「(3)＜基本方針３:エネルギー源としての廃棄物の有効利用＞」
－「①基本施策１ バイオガスの有効利用と高効率発電の推進」に、
　北部及び南部の両清掃工場の発電等に係るＣＯ₂削減量について、追加いた
します。

Ａ

7

＜３章・Ｐ58＞
　数値目標の設定根拠となるロジックの説明が必要である。 　目標指標の設定根拠について、今後、資料に追加いたします。 Ａ

8

＜５章・P81＞
　図表５－２の「計画の進行管理表」(※)、いきなり10年後になっ
ているが途中はなくていいのか。

(※)現時点では、図表５－２はＰＤＣＡサイクルのみ示していま
す。

＜P58＞
　ご意見の趣旨を踏まえ、第３章「第４節 具体的事項」－「４ 数値目標」の
図表３－34に、
　基準年度となる令和２年度、目標年度となる13年度に加え、中間目標年度と
なる８年度の数値を記載いたします。

Ａ



番号 審議会委員からの意見等の概要 対　応　状　況 対応区分

9

＜３章・P37～62＞
　プラスチック製品の回収について、以下のように同じ内容が繰り
返されていて、ゼロカーボンを目指すために大切なことではあるも
のの、多少気になった。
①「国においてはプラスチック容器類に加え、現在、本市がもやせ
るごみとして収集しているプラスチック製品についても㇐括回収す
る方針を示しています。（P37）」
②「国においてはプラスチック容器類に加え、現在、本市がもやせ
るごみとして収集しているプラスチック製品についても㇐括回収す
る方針を示していることから、資源化率の向上のためには、この動
向を注視し対応を検討していく必要があります。（P42）」
③「国はプラスチック製品をプラスチック容器類とともに㇐括回収
する方針を示していることから、現在、もやせるごみとしてプラス
チック製品を収集している本市は、国や県、周辺自治体の動向に注
意し、対応を検討していく必要があります。（P43）」
④「現在、本市がもやせるごみとして収集しているプラスチック製
品は、プラスチック容器類とともに㇐括回収する方針を国が示して
いることから、その動向を注視し、対応を検討していきます。
（P62）」

＜P37～62＞
　①は、第３章「第２節 ごみ・資源物処理の現況」－「４ ごみ・資源物の処
理・処分」に国の動向として示しており、このまま記載いたします。（P37）
　④は、第３章「第４節 具体的事項」－「６ ごみ・資源物の収集・運搬計
画」に示しており、今後の検討・取組事項として、このまま記載いたします。
（P62）
　なお、②は、第３章「第３節 ごみ・資源物処理の課題」－「１ ごみの減量
化・資源化」に「(3)資源化率の向上」（P42）の点から、
　③は、第３章「第３節 ごみ・資源物処理の課題」－「２ プラスチック製品
等の資源循環」に「(2)プラスチックの適正処理」（P43）の点から記載してお
りましたが、ご意見の趣旨を踏まえ、④にまとめるとともに削除いたします。 Ａ

10

＜その他＞
　全体の章立てについて、「第２章 本市の現状」で前計画の総括
が記載された後に、「第３章 ごみ処理基本計画」の中で令和２年
度までの処理状況が述べられていて、読んでいて少し違和感があっ
た。令和２年度までの処理状況やアンケート結果は「本市の現状」
に入れた方が分かりやすいのではないか。流れとしては、例えば、
［令和２年度までの処理状況やアンケート結果］→
［令和２年度までの処理状況やアンケート結果を踏まえた前計画の
総括］→
［前計画の総括や市の人口動態の予測などを踏まえた第四次鹿児島
市一般廃棄物処理基本計画］
だと、より理解しやすいように思う。

＜P14～65＞
　ご意見の本計画の構成についてですが、
市の他の関連計画についても「第２章　本市の現状」では、本市の位置や気象
など一般的なことがらに関して「市域の概況」として記載し、続いて「前計画
の総括」を行っております。
　「第３章　ごみ処理基本計画」においては、
　第１節を「基本的事項」として、基本理念・基本方針を定めるほか、本市の
ごみ・資源物の分別区分などの基本的な事柄を整理し、
　第２節「ごみ・資源物処理の現況」では、統計データを用いて資源物の排出
量や組成状況などにふれ、現在の状況を明らかにし、
　第３節「ごみ・資源物処理の課題」では、前節の現況分析や「市民意識アン
ケート調査結果」を踏まえた課題整理を行い、
　第４節「具体的事項」では、その課題の解決に向けた具体的な取組や数値目
標を記載しているところです。
　なお、ご意見の趣旨を踏まえ「市民意識アンケート調査結果」については、
本計画の最後に資料として掲載することとしております。

Ａ

3
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番号 審議会委員からの意見等の概要 対　応　状　況 対応区分

11

＜２章＞
　中核市との比較を盛り込んではどうか。

＜資料＞
　ご意見については、２年度第３回審議会においてもご意見いただいていると
ころであり、他都市との比較が可能なリサイクル率や汚水衛生処理率につい
て、今後、資料に追加いたします。 Ａ

12

＜１章＞
　ＳＤＧｓを盛り込んではどうか。

＜P46, 66＞
　本計画では、基本方針ごとにＳＤＧｓの17のゴールに関連付けているところ
です。 Ｂ

13

＜３章＞
　ごみ排出量についても、説明会等でも市民に案内しているかと思
うが、実情を伝えていくことも大事である。

14

＜３章・P31～33＞
　Ｒ２実績によると、資源物がもやせるごみに19％混入、もやせな
いごみに17％混入していることから、その実態を示し、分別につい
て今後の啓蒙の仕方を工夫する必要がある。（P83図表Ｄ－３のア
ンケート結果によると、特にプラスチック、衣類、古紙等が混入す
ることが多いことが分かる。）

15

＜３章・Ｐ52＞
　新しく始まった剪定枝の処分方法、使用済み小型家電の回収ボッ
クスが分かりづらい。うまく利用すれば、家の片づけや庭の剪定に
取り組む意欲が出てくると思う。更に広報してください。

＜P51＞
　ご意見の市民への周知・広報については、第３章「第４節 具体的事項」－
「３ 目標達成に向けた施策」－「(1)＜基本方針１:３Ｒの推進＞」－「①基
本施策１ 減量化・資源化の推進」に、
　『広報紙「市民のひろば」、ごみ出しカレンダー、ホームページ、ごみ分別
アプリなどの各種媒体を通して、また町内会・事業所等への分別説明会や市政
出前トークの開催等により、在住外国人を含めた幅広い世代に、分かりやす
く、継続的に減量化・資源化に関する意識啓発を行います。』と記載してお
り、ご意見の趣旨を踏まえ、取り組んでまいりたいと考えております。 Ｂ



番号 審議会委員からの意見等の概要 対　応　状　況 対応区分

16

＜３章＞
　ごみの排出量を減らす取組として、次年度のカレンダーで
「470g/人日」のＰＲより、「あと33g」のＰＲを大きくしていく方
が分かりやすいのではないかと思う。（７月までに76g減少！「あ
と24g」とありました。）

＜P51＞
　目標達成までの数値は変動することから、令和４年版のごみ出しカレンダー
においても、「令和５年３月までに１人１日470g」と記載しているところで
す。ご意見については、第３章「第４節 具体的事項」－「３ 目標達成に向け
た施策」－「(1)＜基本方針１:３Ｒの推進＞」－「①基本施策１ 減量化・資
源化の推進」において、
　『広報紙「市民のひろば」、ごみ出しカレンダー、ホームページ、ごみ分別
アプリなどの各種媒体を通して、また町内会・事業所等への分別説明会や市政
出前トークの開催等により、在住外国人を含めた幅広い世代に、分かりやす
く、継続的に減量化・資源化に関する意識啓発を行います。』と記載してお
り、ごみ分別アプリや市民のひろば等で、毎月、情報を更新し実施していると
ころであり、引き続き啓発に努めてまいりたいと考えております。

Ｂ

17

＜３章＞
　若者に対する意識啓発を盛り込んではどうか。

18

＜アンケート＞
　３Ｒの認知度が低いということ、ごみの分別が徹底されていない
こと等、せめて最低限度のことは本当にして欲しいと思うことで
す。ごみの啓発についてユーチューブ等や鹿児島市のライン等での
動画配信はどうでしょうか。テレビでＣＭをしている内容を配信と
いう方法ができたら若年者等に認知してもらいやすくなるのではな
いかと思う。

19

＜アンケート＞
　３Ｒの認知度が若年者から40台までまだ低いということにびっく
りした。この年代は、ごみ出しカレンダーを利用している年代なの
だろうか。アプリ「さんあ～る」のほうはいかがか。（アプリも分
別について丁寧に説明がなされていると私は思うのだが・・・活用
してほしい。）３Ｒの認知度が高くなると、ごみの分別が間違うこ
となくなされていくと思う。

＜P51＞
　ご意見については、第３章「第４節 具体的事項」－「３ 目標達成に向けた
施策」－「(1)＜基本方針１:３Ｒの推進＞」－「①基本施策１ 減量化・資源
化の推進」において、
　「ごみの分別マナーの向上に向けては、10～40歳代の認知度が低いという市
民意識調査アンケートの結果を踏まえた広報啓発を行います。」と記載してお
り、市ＬＩＮＥ公式アカウントや分別アプリなどデジタル技術を活用した情報
発信などにより、若い世代に関心を持っていただけるよう取り組むこととして
おります。

Ｂ

5



6

番号 審議会委員からの意見等の概要 対　応　状　況 対応区分

20

＜アンケート＞
　「不要・過剰だと思うプラスチック容器包装」のアンケートか
ら、やはり市民は不要・過剰だと感じていることが分かる。事業者
には事業者の取組もあるかと思うが、このことに関しては、市民自
身が思っていても、どうしようもできないというところもあるの
で、事業者にも何とか過剰等にならないような取組ができたらいい
と思う。

＜P52＞
　ご意見については、第３章「第４節 具体的事項」－「３ 目標達成に向けた
施策」－「(1)＜基本方針１:３Ｒの推進＞」－「①基本施策１ 減量化・資源
化の推進」において、
　事業者の具体的な取組として、
「商品の製造においては、リサイクルしやすい素材の利用及び商品の長寿命化
に努めましょう。」
「商品の流通においては、流通包装廃棄物の発生抑制等に努めましょう。」
「商品の提供においては、過剰包装の抑制等に努めましょう。」と記載してお
り、取り組むこととしております。

Ｂ

21

＜アンケート＞
　まごころ収集について78%の人が利用したいと回答している。申
込方法の案内はどのようにされているのか。ごみ出しカレンダーに
も記載があるが、「まごころ収集」を利用するのは、それなりの年
齢の方、体調の方とすると、そのような方にはとても字が小さいの
ではないかと思う。もう少しわかりやすい表示にすることは難しい
か。

＜P55＞
　まごころ収集については、第３章「第４節 具体的事項」－「３ 目標達成に
向けた施策」－「(2)＜基本方針２:廃棄物の適正処理の推進＞」－「①基本施
策１ 超高齢社会等に配慮した収集・運搬の推進」において、
　「まごころ収集については、制度の周知に努め対象者の増加を図る」と記載
しているところであり、これまでも、市ホームページでの案内や地域包括支援
センターへのチラシ配布などにより、また今年度は、ごみ収集車へのステッ
カー貼付を行うなどＰＲに取り組んでおり、今後もさらなる制度の周知・広報
に努めてまいりたいと考えております。

Ｂ

22

＜３章・Ｐ51～57＞
　基本理念で「ゼロカーボン」が謳われているが、【目標達成に向
けた施策】には、あまり明示されていないように思われる。行政の
施策の中には数カ所記述されているが、市民（市民活動団体）や事
業者の取組にも記述されれば、どのような行動が「ゼロカーボン」
に寄与できるかが具体的に理解しやすい。例えば、化石燃料由来で
ある（ワンウェイ）プラスチックの排出抑制等への取組は、ゼロ
カーボンに大きく寄与できるもののひとつではないか。

＜P51～57＞
　本市では、2050年までにＣＯ₂排出量を実質ゼロにする都市の実現を目指し
ており、本計画においても基本理念「みんなで 資源の循環とゼロカーボンに
取り組む 持続可能なまち かごしま」を掲げ、それに基づき行政・市民（市民
活動団体）・事業者の具体的取組を記載しているところであり、これらの取組
を進めることで「ゼロカーボンシティかごしま」の実現につながっていくもの
と考えております。

Ｂ
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23

＜３章・P14＞
　基本理念について、「資源の循環」という言葉からは、“リユー
ス” “リサイクル”が連想されやすい。基本方針１に「３Ｒ」が
挙げられ、図表３－２（P17）では“リデュース”が優先順位の１
番目に挙げられていることから、例えば＜循環型都市の構築＞ある
いは＜ごみの減量と資源化＞といった言葉に変えた方が理念として
伝わりやすいのではないか。

　基本理念に位置付けている「資源の循環」とは「製品等が廃棄物になること
が抑制され(リデュース)、適正に循環的利用(リユース･リサイクル)が行わ
れ、天然資源の消費を抑制すること」で、「資源の循環」は３Ｒを意味するこ
とから、素案どおりとさせていただき、今後、広く市民への周知・広報に取り
組んでまいりたいと考えております。

Ｃ

24

＜３章・Ｐ39＞
　処理経費をみると１トン当たりの原価は資源化が最も多い。資源
化率が増えると全体として処理原価が増えることを示唆している。
経費（財政面）と環境保全のどちらを優先するか、または資源化の
コスト削減を図ることで、長期的にはどちらも両立させうるかを問
われていることの一般市民の理解が必要である。

　ごみ・資源物処理経費のうち、資源化に係る経費が最も高くなっております
が、このうち約６割（過去３年間平均）は資源物の売却収入で賄われているこ
とから、実質的なコストは焼却処理と同等となっているところです。資源物の
増加により、環境保全のほか収入増も見込まれることから、今後も市民のみな
さんへの適正な分別について、周知・広報に取り組んでまいりたいと考えてお
ります。

Ｄ

25

＜3章・Ｐ39＞
　図表３－26 で、1 トン当たりのごみ・資源物処理の原価の推移
が示されているが、鹿児島市全体の処理経費について同様の表があ
れば、ごみ処理にどれだけの費用が必要かを直接的に捉えやすいの
ではないか。

26

＜その他＞
　リニューアル前の環境未来館では、鹿児島市の年間ゴミ処理経費
が一万円札のプリントで53億円分が天井に展示されていて、興味を
示す来館者が多かった。「ゴミが半量になれば、このうち半分のお
札は別のところで活用できます。」という説明に、頷かれる方が結
構おられた。鹿児島市民１人当たりのごみ･資源処理経費の推移で
も実感として捉えやすい。

27

＜５章・Ｐ80,81＞
　今後10年に向けての基本計画でるため、概ね５年で中間見直しも
行うということだが、毎年のＰＤＣＡもされていくのではないかと
思っている。その内容については、やはり興味深いのでデータの公
表があれば良いと思う。

　毎年の取組状況や実績については、年度ごとに作成する実施計画の内容を審
議会に報告するとともに、市民にも市ホームページ等で公表することとしてお
ります。 Ｄ

　本市全体の処理経費については、市民への意識啓発を図るため、年度ごとに
市ホームページ等で掲載しているところであり、今後も周知・広報に取り組ん
でまいりたいと考えております。

Ｄ

7
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28

＜アンケート＞
　市民意識アンケートのデータは非常に興味深い。ごみ出しカレン
ダーは市民にとってとても重要な役割を持つほど浸透しているもの
と感じる。ごみ出しカレンダーを利用しない手はない。情報量が多
くなるのもまた課題となるかもしれないが、「鹿児島のごみは、ご
み出しカレンダーがあれば大丈夫」となるくらい重宝されると嬉し
く思う。

　ご意見の趣旨を踏まえ、ごみ・資源物の分別やごみ出しマナーについて、今
後も市民のみなさんが理解しやすいごみ出しカレンダーの作成に取り組んでま
いりたいと考えております。 Ｄ

29

＜その他＞
　街のあちこちのカフェでプラだろう！と感じるモノに少しのク
リームが…　ペーパーで拭き取れたらいいです、この文言をお店の
人に理解してもらい実践できたら大きな変革につながるでしょう。

　購入されたテイクアウト商品の飲食後のプラスチック容器類については、水
でゆすぐなどして排出していただくと、リサイクル可能な資源物となることか
ら、今後も市民のみなさんへ適正分別の意識啓発に取り組んでまいりたいと考
えております。

Ｄ

30

＜２章・P5＞
　気象について、鹿児島市の８月の平均気温が約29℃になっている
こと、１月の平均気温が約９℃になっているということで、このよ
うな数字は(平均気温の経年変化や降水量等も合わせて)環境の変化
がいちばん分かりやすい。今回の基本計画の計画期間は10年間と
なっており、今後10年間でどのようにこの気温が変化していくの
か、このことを何らかの形で伝えていくことも大事なのではない
か。

　世界の平均地上気温は1880年から2012年の期間に0.85℃上昇し、本市の年平
均気温も100年当たり1.88℃の割合で上昇しており、本市においても地球温暖
化の進行がみられ、温室効果ガスの削減が課題となっていることから、ご意見
の将来予測などについては、本市が別途策定することとしている「ゼロカーボ
ンシティかごしま推進計画」の中で、ふれることとしております。

Ｅ

31

＜３章・P37,41＞
　「プラ容器類等の収集量の増加」のところに、容器類だけの収集
に製品の収集を一括回収する方針を示しているとあるが（P37）、
鹿児島市の方針はどうなっているのか。「いつ頃」という目途が
立っているのか。「対応を検討していく必要がある（P41削除済
み）」とあるが、プラスチック製品の資源化を図れば100g減量達成
は大きく進むと思う。

32

＜３章＞
　プラスチック製品の一括回収の計画も検討をお願いする。

　ご意見の一括回収については、ごみの減量化・資源化が図られることになり
ますが、本市で実施する場合は、市民への十分な周知・広報や処理体制の見直
しなどの課題もあることから、次期計画期間中のできるだけ早期の段階で検討
してまいりたいと考えております。

Ｅ
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33

＜４章＞
　本市の汚水衛生処理率は非常に高く、また現在もくみ取り便槽等
から合併処理浄化槽への転換も増加していることは大変喜ばしいと
思う。しかし、今後、転換できない地域はどうするのか、また、計
画区域内であっても高齢等を理由に下水道への転換を拒む方がいる
と聞いている。そういう方達へのアプローチは難しいと思う。何か
方法はあるか。

　
　本市では、くみ取り便槽等から合併処理浄化槽への転換を促進するため、助
成制度を設けているところであり、また、公共下水道への転換についても、水
道局において処理区域の拡大のほか、対象となる方々への接続に関する支援
(※)を行っているところです。

(※)接続に関する支援：くみ取り便槽または浄化槽便所を改造し、公共下水
                      道に接続する工事に必要な資金の助成や融資あっせ
                      ん制度

Ｅ

34

＜その他＞
　交流人口が排出するごみや、インバウンド(クルーズ船)により排
出されるごみについては、相当量あると思うが、どのように位置付
け、取り扱うのか。

　観光客等により排出されるごみは、事業所ごみもしくは産業廃棄物に分類さ
れますが、その排出量は把握していないところです。処理・処分については、
各事業所が個別に契約し、行われていることから、本市では「事業所ごみの適
正処理ガイドブック」を作成・配布し、意識啓発に努めているところです。

Ｅ
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